
 

第５章　執行体制 

 

１ 各種会議等 

北海道では、下水道等の生活排水施設整備を計画的に推進することを目的とした「生活排水施設整備連絡会

議」、下水道事業の適切な計画・ 実施・維持管理を行うために市町村等職員も参加している「北海道下水道施

策検討会議」、「北海道下水道技術調整会議」及び連携、情報交換に努め災害時における円滑な支援活動に資す

ることを目的とした「北海道下水道災害対策会議」を設置している。 

 

(1)生活排水施設整備連絡会議（旧生活排水施設整備委員会） 

市町村が下水道等の汚水処理施設整備を効率的かつ適正に進めるために、下水道及び下水道類似施設等を所

掌する道庁内関係部課で「生活排水施設整備委員会」を構成し、相互の連絡調整を行っていたが、平成 27年に

名称変更し「生活排水施設整備連絡会議」とした。 

平成 28～30 年度の 3ヶ年で、経済的で効率的かつ持続可能な汚水処理施設整備を推進するための総合的なガ

イドラインとなる都道府県構想を改訂し、「全道みな下水道構想Ⅳ」の策定を行い、平成 31年度にアクション

プログラムの策定を行っているが、これらについても本委員会が主体となり、道内市町村と調整や連携を図り

ながら行っている。 

また、平成 22年度には、赤レンガ・チャレンジ事業として「北海道版・汚水処理共同化普及啓発プロジェク

ト」を実施し、各種汚水処理施設の共同化推進を図るべく事例集を作成し、市町村に配布した。 

構成部課は、総合政策部地域行政局市町村課、環境生活部環境局循環型社会推進課、農政部農村振興局農村

計画課、同農村整備課、水産林務部水産局漁港漁村課、建設部まちづくり局都市環境課となっている。 

 

 

(2)北海道下水道施策検討会議 

平成 7年度に前身であった下水道問題研究委員会から名称を改め、北海道の下水道事業の抱える長期的課題

や将来の施策展開に向けた提言を取りまとめている。 

前身の下水道問題研究委員会でも「北海道に適した下水道」、「地震災害対応の手引き」及び「会計検査受検

の手引き」を作成するなどの長期的課題を整理する活動を行った。 

 

 

(3)北海道下水道技術調整会議（旧 技術委員会） 

建設部まちづくり局都市環境課に設置され、計画部会及び工事部会の２部会で構成されている。事務局の庶

務は、まちづくり局都市環境課において行われ、委員は全道８つの地区ブロックの技術系職員の中から選出さ

れている。 

委員会の目的は、下水道事業の推進にあたり、国、道、市町村と連携し、下水道の計画並びに積算基準、工

事仕様等及び技術基準に関する調査、検討を行い、下水道事業に係る業務の適正化に資することであり、これ

まで、「下水道工事の統一事項」や「下水道工事写真集」をはじめ、各種の参考資料を取りまとめるとともに災

害に関する臨時的課題などについても取り組んでいる。なお、平成 28年に名称変更を実施し「北海道下水道技

術調整会議」としている。 

198



 

 

(4)北海道下水道災害対策会議 

平成５年１月の「北海道釧路沖地震」に始まり、同年７月「北海道南西沖地震」さらに翌年 10月「北海道東

方沖地震」と続き、それまでは比較的被災の少なかった下水道施設に大きな被害をもたらした。 

これらの地震をうけ、北海道下水道問題研究委員会が平成６年３月「下水道地震災害対応の手引き」を発行

し、平成１１年３月改訂、下水道被災都市の対応マニュアルを作成したが、兵庫県南部地震のような大規模地

震が発生した場合、被災都市のみでは対応が不可能であり、広域的な応援組織体制が必要となった。 

平成７年１１月３０日 

北海道では、地震災害を含む下水道施設の災害対策の諸問題を調査、審議するために北海道下水道技術委員

会災害対策検討部会第１回会議を開催。災害対策検討部会では、応援体制の確立、災害対応の手引きの改定、

国における提言等の内容の検討作業を実施。 

平成９年１月３１日 

北海道、応援可能１５都市及び日本下水道事業団を構成員とする「北海道下水道災害対策会議」設置。 

（15 都市：札幌市、函館市、小樽市、旭川市、室蘭市、釧路市、帯広市、北見市、留萌市、苫小牧市、 

　　　　　 江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市） 

訓練等について 

・情報伝達訓練（毎年） 

・実地訓練（H28 釧路市、R1苫小牧市、R4 函館市）
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２　札幌市下水道資源公社 

札幌市では、下水汚泥の資源化及び有効利用を図るために、財団法人札幌市下水道資源公社を昭和 58 年４月

に設立し、下水汚泥の利用の推進や下水道施設の運転管理等の業務を行っている。 

その主要業務は、次のとおりである。 

なお、当公社は、公益法人制度改革に伴い、平成 24年 4月 1日より一般財団法人へ移行している。 

(1)下水道事業、河川事業、道路事業及び資源活用に関する調査研究 

(2)下水道事業、河川事業及び道路事業に関する普及啓発 

(3)下水道施設、河川施設及び道路施設並びに関連するその他施設の維持管理、設計・施工等 

(4)下水汚泥及び道路廃材等の都市廃棄物の資源化 

(5)資源化製品の販売及び流通促進 

(6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

市からの受託業務は、「汚泥処理施設総括管理業務」、「水処理施設総括管理業務」、「札幌市下水道科学館運営

管理業務」、「排水機場等河川管理施設総括監理業務」、「札幌市アスファルト再生事業総括管理業務」及び「札

幌市中沼路盤材リサイクルプラント総合管理業務」である。 

 

３　北の下水道場 

(1)設立趣旨 

地方自治体をはじめとする下水道関係組織においては、行財政改革に伴う職員採用の抑制や経験豊かな職員

の退職等により、技術や運営等に係る手法の継承が大きな問題となっている一方、事業量の減少や民間への業

務委託の増加により、担当職員は自らの組織での業務だけでは十分な経験や知識、情報を得ることが難しい状

況となっている。 

このような中、国土交通省では平成２４年９月、下水道事業の持続的・安定的な運営や一層の発展のため、

若手職員の組織の枠を超えた自己研鑽・切磋琢磨を目的として、下水道若手職員による情報ネットワーク「下

水道場」を設立した。 

上記の状況については、北海道内の多くの自治体においても同様であり、本道においても下水道事業担当職

員が広く集まり情報交換する場の提供や人的ネットワークづくりが必要と考えられることから、下水道事業担

当職員が横の連携を構築し、情報共有や各種課題についての議論等を行うことにより、道内各地域における下

水道事業の円滑で効率的な執行及び将来にわたる持続的・安定的な運営に寄与することを目的として北海道版

「下水道場」（『北の下水道場』）を設立した。 

 

(2)活動内容 

　・開催は２回／年程度　　　・事業実施に関する情報提供　　　・他自治体担当者との意見交換 

・各地の懸案（課題）についての意見交換　　　・その他 

 

(3)対象者 

　・道内各自治体の下水道事業担当職員で参加を希望する者 

　・年齢制限なし　　　　・職種（技術、事務等）の限定なし 

(4)主催者等 

　・主催：北海道　　　・後援：北海道地方下水道協会 
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(5)これまでの実施状況 

　・第 1回 （平成 25年度第 1回）　平成 26年 2月 25 日　　　　参加　　42自治体　　45名 

　・第 2回 （平成 26年度第 1回）　平成 26年 9月 18 日　　　　参加　　35自治体　　41名 

　・第 3回 （平成 26年度第 2回）　平成 27年 2月 25 日　　　　参加　　51自治体　　58名 

　・第 4回 （平成 27年度第 1回）　平成 27年 9月 10 日　　　　参加　　44自治体　　53名 

　・第 5回 （平成 27年度第 2回）　平成 28年 2月 24 日　　　　参加　　46自治体　　56名 

　・第 6回 （平成 28年度第 1回）　平成 28年 11 月 10 日　　 　参加　　59自治体　　68名 

　・第 7回 （平成 28年度第 2回）　平成 29年 2月 28 日　　　　参加　　49自治体　　58名 

　・第 8回 （平成 29年度第 1回）　平成 29年 10 月 26 日　　 　参加　　43自治体　　50名 

　・第 9回 （平成 29年度第 2回）　平成 30年 2月 28 日　　　　参加　　44自治体　　51名 

・第 10回（平成 30年度第 1回）　平成 30年 8月 22 日　　　　参加　　58自治体　　68 名 

・第 11回（平成 30年度第 2回）　平成 31年 2月 27 日　　　　参加　　66自治体　　73 名 

・第 12回（令和元年度第 1回）　 令和元年 9月 4日　　　　　参加　　46自治体　　52名 

・中　止 （令和元年度第 2回）～（令和 3年度） 

・第 13回（令和４年度第 1回）　 令和 5年 2月 27 日　　　　 参加　　49自治体　　59名 

 

 

４　災害時の下水道施設の支援協力に関する協定 

(1)趣旨 

下水道管理者は、地震や大雨等による災害時には、初動や応急対策を迅速に行う必要があるが、自治体職員

の減少の影響等により、大規模災害時には自らだけでは対応できないことが懸念されることから、北海道は道

内で下水道事業を着手している全ての 150 市町村（締結済みの札幌市は除く）と共に一括して、災害時の下水

道施設の支援協力に関する協定を締結した。 

 

(2)協定の種類と締結先 

①「災害時における下水道管路施設の復旧支援協力に関する協定」 

　（協定先）公益社団法人　日本下水道管路管理業協会 

　　◇下水道管路施設の維持管理会社で構成される。（全国 540 社：道内 24社　※会社数は締結当時） 

②「災害時における下水道施設の復旧支援協力に関する協定」 

　（協定先）一般社団法人　全国上下水道コンサルタント協会北海道支部 

　　◇上下水道の調査・設計等を行うコンサルタント会社で構成される。（17社　※会社数は締結当時） 

 

(3)協定締結日 

　・平成 30年 3月 23 日（金） 

 

(4)協定対象の下水道管理者 

　・北海道及び下水道着手全 150 市町村（締結済みの札幌市は除く）

201



下水道事業執行体制

（令和４年5月13日現在）

000 日本下水道事業団 2 21 0 0 23 0 23 21 0 21 

100 札 幌 市 49 105 175 136 463 463 60 43 103 

202 函 館 市 5 15 12 5 37 0 37 11 5 16 

203 小 樽 市 10 15 17 0 42 0 42 11 14 25 

204 旭 川 市 2 16 28 0 46 0 46 10 14 24 

205 室 蘭 市 16 1 6 23 23 7 2 10 

206 釧 路 市 11 19 18 6 54 76 130 19 7 26 

207 帯 広 市 2 7 7 0 16 1 17 8 9 17 

208 北 見 市 19 11 20 0 50 0 50 16 2 18 

209 夕 張 市 1 2 1 0 4 0 4 2 0 2 

210 岩 見 沢 市 5 5 5 2 7 3 2 

211 網 走 市 4 3 2 9 9 3 2 5 

212 留 萌 市 1 3 (3) 4 2 2 (2) 2 

213 苫 小 牧 市 14 14 18 2 48 48 8 8 16 

214 稚 内 市 2 1 1 0 4 16 20 2 2 2 

215 美 唄 市 1 3 1 3 8 0 8 0 0 

216 芦 別 市 3 1 1 0 5 0 5 2 2 4 

217 江 別 市 4 6 12 3 25 26 51 6 12 18 

218 赤 平 市 5 4 9 4 4 

219 紋 別 市 2 1.5 1 0.75 5.25 15 20.25 1.5 14 15.5 

220 士 別 市 3 2 2 7 6 2 1 2 

221 名 寄 市 2 3 3 3 11 14 16 4 4 8 

222 三 笠 市 2 1 1 0 4 2 6 1 0 1 

223 根 室 市 2 3 1 0 6 0 6 3 1 4 

224 千 歳 市 9 8 14 31 10 9 19 

225 滝 川 市 2 1 1 4 1 5 

226 砂 川 市 1 1 4 1 1 1 

227 歌 志 内 市 1 1 1 0 

228 深 川 市 6 10 10 3 

229 富 良 野 市 3 3 6 1 1 

230 登 別 市 2 6 1 0 9 8 17 6 5 11 

231 恵 庭 市 4 3 2 9 9 1 1 2 

233 伊 達 市 7 3 1 7 18 18 2 2 

234 北 広 島 市 6 3 4 0 13 0 13 2 4 6 

235 石 狩 市 5 2 3 10 10 2 3 5 

236 北 斗 市 3 3 (3) 6 6 

303 当 別 町 3 4 (4) 7 3 (3) 3 

333 知 内 町 2 2 4 4 

334 木 古 内 町 2 2 2 6 4 10 2 4 6 

337 七 飯 町 1 2 1 4 4 1 1 2 
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（令和４年5月13日現在）

下　 水　 道　 担　 当　 者　 数 有　　資　　格　　者

正　　　規　　　職　　　員
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345 森 町 2 1 3 6 4 10 

346 八 雲 町 1 0.5 0.5 2 2 0.5 0.5 1 

347 長 万 部 町 2 1 (1) 3 0 3 1 1 

361 江 差 町 1 1 0 0 2 0 2 1 0 1 

362 上 ノ 国 町 3 3 3 

364 乙 部 町 1 0.5 0.5 0 2 2 4 0 1 1 

367 奥 尻 町 1 2 3 3 

370 今 金 町 1 0.5 0.5 2 4 4 8 1 1 2 

371 せ た な 町 1 1 1 3 3 

392 寿 都 町 2 1 1 4 4 1 0 1 

393 黒 松 内 町 1 1 (1) 2 4 6 1 2 3 

395 ニ セ コ 町 2 1 3 3 

396 真 狩 村 1.0 0.5 0.5 2.0 2.0 0.5 0.5 1.0 

397 留 寿 都 村 2 2 2 

398 喜 茂 別 町 1 1 2 2 1 1 

399 京 極 町 1 1 

400 倶 知 安 町 2 1 1 1 5 5 1 1 

401 共 和 町 3 0 3 3 0 3 

402 岩 内 町 5 2 2 9 9 1.5 1.5 3 

403 泊 村 4 4 4 0 

406 古 平 町 3 1 4 

408 余 市 町 3 3 0 1 7 0 7 1 0 1 

409 赤 井 川 村 1 1 1 3 3 1 1 2 

423 南 幌 町 1 1 2 2 

424 奈 井 江 町 3 3 4 1 8 8 

425 上 砂 川 町 1 1 1 2 2 1 1 

428 長 沼 町 2 1 3 

429 栗 山 町 3 3 3 6 6 3 3 3 

431 浦 臼 町 2 2 4 4 1 1 

432 新 十 津 川 町 2 1 1 4 8 0 8 2 1 3 

438 沼 田 町 1 1 3 1 4 1 

452 鷹 栖 町 1 2 1 0 4 0 4 1 0 1 

453 東 神 楽 町 2 1 1 1 5 5 1 1 

454 当 麻 町 1 1 2 2 

455 比 布 町 1 0.5 0.5 2 

456 愛 別 町 0.5 0.5 0.5 0.0 1.5 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 

457 上 川 町 1 1 2 6 8 1 5 6 

458 東 川 町 1 2 1 0 3 0 3 1 0 1 

459 美 瑛 町 1 1 1 2 2 0 0 0 

460 上 富 良 野 町 1 1 1 ― 3 3 6 ― 2 2 

461 中 富 良 野 町 1 1 2 2 
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（令和４年5月13日現在）
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462 南 富 良 野 町 2 1 3 

463 占 冠 村 1 1 1 

464 和 寒 町 1 3 3 3 

465 剣 淵 町 2 4 6 3 3 

468 下 川 町 5 1 6 6 1 1 

469 美 深 町 1 1 2 2 

481 増 毛 町 1 1 2 

482 小 平 町 1 2 2 1 

483 苫 前 町 1 4 5 3 8 1 1 

484 羽 幌 町 5 1 1 9 3 3 

486 遠 別 町 3 1 4 4 1 1 

487 天 塩 町 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 

512 浜 頓 別 町 2 2 

513 中 頓 別 町 2 2 2 4 2 2 

514 枝 幸 町 2 1 3 3 

516 豊 富 町 4 4 4 

517 礼 文 町 2 2 2 6 6 1 

518 利 尻 町 1 2 1 

519 利 尻 富 士 町 3 3 

520 幌 延 町 1 1 2 2 4 0 2 2 

543 美 幌 町 2 1 3 3 1 1 

544 津 別 町 2 1 3 5 8 1 4 5 

545 斜 里 町 5 2 1 8 6 14 1 1 

550 置 戸 町 3 2 5 5 

552 佐 呂 間 町 2 2 1 0 5 0 5 0 0 0 

555 遠 軽 町 11 16 16 4 

559 湧 別 町 2 1 3 

560 滝 上 町 3 1 0 0 4 3 7 0 3 3 

561 興 部 町 3 1 1 5 3 8 

562 西 興 部 村 2 1 2 1 3 1 1 

563 雄 武 町 1 1 2 4 6 1 1 2 

564 大 空 町 1 1 2 2 1 1 

571 豊 浦 町 2 2 4 4 8 

578 白 老 町 4 4 3 1 12 12 2 1 3 

581 厚 真 町 1 1 1 1 1 1 

584 洞 爺 湖 町 4 2 1 7 2 7 1 1 

585 安 平 町 2 1 1 4 4 1 1 2 

586 む か わ 町 1 0.5 0.5 2 4 6 0.5 0.5 1 

601 日 高 町 4 2 1 6 14 

604 新 冠 町 2 2 1 5 1 1 

607 浦 河 町 2 2 0 0 4 0 4 2 0 2 
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（令和４年5月13日現在）
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608 様 似 町 1 2 1 4 1 2 2 

609 え り も 町 1 1 1 1 1 

610 新 ひ だ か 町 3 2 2 7 1 1 2 

631 音 更 町 1 2 1 0 4 0 4 1 0 1 

632 士 幌 町 0.5 0.5 0.5 0.5 2 2 1.0 1.0 2 

633 上 士 幌 町 1 2 2 

634 鹿 追 町 1 1 2 2 0 0 0 

635 新 得 町 1 0.5 0.5 2 3 5 1 1 2 

636 清 水 町 3 1 2 6 1 1 

637 芽 室 町 1 1 1 1 4 0 4 1 1 2 

638 中 札 内 村 1 1 1 1 4 4 1 1 

639 更 別 村 0.5 0.5 0.5 0.5 2 

641 大 樹 町 2 0 5 0 5 0 0 0 

642 広 尾 町 1 1 

643 幕 別 町 4 2 1 2 9 9 0 0 0 

644 池 田 町 4 2 2 8 8 2 2 4 

645 豊 頃 町 1 1 1 

646 本 別 町 1 1 1 1 4 0 4 2 2 4 

647 足 寄 町 7 2 9 2 2 2 

648 陸 別 町 1 1 1 2 1 1 

649 浦 幌 町 4 1.5 1.5 0 7 2 9 1 1 2 

661 釧 路 町 3 3 

662 厚 岸 町 6 3 3 1 10 5 15 1 4 5 

663 浜 中 町 2 1 1 3 2 3 

664 標 茶 町 2 1 1 0 4 5 9 1 1 2 

665 弟 子 屈 町 2 2 2 0 0 0 

668 白 糠 町 4 2 6 

691 別 海 町 3 1 1 5 10 15 1 4 5 

692 中 標 津 町 2 5 (5) 7 7 1 (1) 1 

693 標 津 町 1 1 2 1 5 - 5 1 1 2 
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